
「科学技術に関する基本政策について」に対する答申（Ｈ22.12） 知的財産推進計画2011骨子（含：計画2010）

①
オープ
ン・イノ
ベーショ
ン・シス
テムにお
ける大学
の役割

・

・

・

国は、産学の間で設定された研究領域で緊密な産学対話を行いつ
つ、従来の組織の枠を越えて、協働して研究開発と人材育成を行う
バーチャル型の中核拠点（「共創の場」）の形成を推進する。

国は、基礎から応用、開発の段階に至るまで、産学官の多様な研
究開発機関が結集し、非競争領域／前競争領域における共通基
盤技術の研究開発を中核として、「競争」と「協調」によって研究開
発を推進するオープンイノベーション拠点を形成する。特に、大学
や公的研究機関が集積する拠点において、相乗効果を発揮し、イ
ノベーションを促進するため、機関の垣根を越えた施設、設備の利
用、研究成果の一体的な共有や発信を推進する。

国は、産学協働によるイノベーションの場として「先端融合領域イノ
ベーション創出拠点」の形成を推進する。

・

・

大学が産業界のニーズを把握しつつ、産学連携を基礎
研究にまで拡大した上で研究開発活動を計画・推進す
る機能（「知」のプラットフォーム）について、その研究開
発活動から得られる知的財産を産業界が有効活用でき
る仕組みを整備する。（計画２０１１骨子）

産学双方にとって有効な産学連携（共同研究、人材育
成）を実現するため、企業から大学や公的研究機関に
流れる資金の拡大・活用を促進する観点から、予算や
関連する措置について抜本的に見直すほか、税制上の
支援の在り方を検討する。（例：産学連携促進のための
マッチングファンド、税制上の優遇措置）（計画２０１０）

②
成果展
開（民間
参加型）
競争的
資金制
度の在り
方

・ 国は、大学や公的研究機関における有望なシーズの発掘から事業
化に至るまで、切れ目無い支援を強化する。その際、関係投資機
関とも連携しつつ、マッチングファンド等により、民間資金の活用も
促進する。また、公的研究機関は、大学が持つシーズを社会に結
びつける役割も期待されるため、産学官連携に係る機能を充実、
強化する。

・

・

大学及び公的研究機関の研究について、社会のニー
ズに即して、研究段階から事業化段階に至るまで一貫
して支援することにより、研究成果の価値を高め、事業
化への投資を促進する仕組みを構築する。（計画２０１
１骨子）

産学双方にとって有効な産学連携（共同研究、人材育
成）を実現するため、企業から大学や公的研究機関に
流れる資金の拡大・活用を促進する観点から、予算や
関連する措置について抜本的に見直すほか、税制上の
支援の在り方を検討する。（例：産学連携促進のための
マッチングファンド、税制上の優遇措置）（計画２０１０）

     資料６－１　科学技術・学術審議会産業連携地域支援美会産学連携推進委員会（第１回）H23.4.15

（１）イノベーション・エコシステムの推進に向けて

今後の産学官連携施策（各論）

大学等における産学官連携活動をめぐる動向(概要）
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大学等における産学官連携活動をめぐる動向(概要）

③
大学の
研究成
果（知的
財産を含
む）活用
促進・大
学発ベン
チャー支
援の在り
方

国は、大学による国内外の特許取得の支援を強化するとともに、特
定領域における重要な技術であって海外で特許侵害されるなど国
益を損なうおそれがあるものについて支援を行う。また、国は、大
学及び公的研究機関に対し、海外の大学や企業との共同研究や
受託研究の拡大に向けて、知的財産保護等に関する連携ルール
の整備、専門人材の育成、確保など、研究マネジメント体制の整備
を求める。

国は、大学等の参画機関の協力を得て、研究目的に限り、特許を
無償開放する仕組みを構築する。また、特許と関連する科学技術
情報を併せて収集、公開する仕組みや、知的財産を利用、活用す
るための枠組みを整備する

国は、起業家精神の涵養、起業体験教育等の人材養成、専門家に
よる法務、知的財産、資本戦略に関する支援を行うネットワークの
構築など、総合活動の基盤を整備する。また、大学発ベンチャーに
対して、マネジメントチームの組成とこれに携わる人材の育成、
マーケティング、資本戦略、知的財産戦略を含む総合的ビジネス戦
略の構築など、経営戦略面に十分留意した支援を行う。

国は、ベンチャー活動の活性化を図るため、リスクマネーがより効
果的に提供される仕組みを強化するとともに、研究成果を創出した
者が人的資本や知財等の無形資産によって出資することを可能と
する仕組みを検討する。また、エンジェル投資の充実も含めて、新
たなベンチャー支援策を検討する。

大学側のニーズを踏まえ拡充を図るとともに、事業化を
見据えた戦略的な支援対象の選別や特許の質の向上
を図ることで、大学の外国出願に対する支援を強化す
る。(計画２０１１骨子)

大学及び公的研究機関の特許をパッケージ化し、公的
投資機関の知財ファンドを通じて知的財産を活用する
仕組みを構築する。（計画２０１１骨子）

外国企業・機関からの研究資金の拡大に向けて、国費
により大学や公的研究機関が獲得した知的財産を基に
した共同研究や受託研究における外国企業・機関との
連携のルールを明確化する。（推進計画２０１０）

・

・

・

・

・

・

・
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④
産学官
ネット
ワーク強
化方策
（ＴＬＯと
大学の
知財本
部との連
携等の
在り方を
含む）

・

・

国は、大学間連携の強化や金融機関をはじめとした関係機関との
連携を視野に入れた産学官のネットワーク構築を推進する。

国は、大学及び公的研究機関が、優れた研究成果の提供、そのた
めの権利調整を迅速に行う体制の整備など、産業界との連携を円
滑に行うための機能を強化することを求める。また、大学が、広域
的な機能を持つＴＬＯの編成、産学官連携本部とＴＬＯの統合、連携
強化など、産学官連携機能の最適化を図ることを期待する。

・ 2011年度中に、大学知財本部・ＴＬＯの在るべき姿を検
討しつつ、産学連携活動の効果や効率性を適切に評価
する指標を策定し、試行的に評価する。大学知財本部・
ＴＬＯの在るべき姿に向けた検討を深め、評価の結果も
踏まえて、その再編・強化について結論を得る。（計画２
０１１骨子）

⑤
新たな成
果指標
の導入

・ 国は、産学官連携の成果を総合的に検証するため、特許実施件数
や関連収入などの量的評価を推進するとともに、市場への貢献、
研究成果の普及状況、雇用の確保など質的評価を充実する。ま
た、これらの評価に必要な体制を整備する。

・ 2011年度中に、大学知財本部・ＴＬＯの在るべき姿を検
討しつつ、産学連携活動の効果や効率性を適切に評価
する指標を策定し、試行的に評価する。大学知財本部・
ＴＬＯの在るべき姿に向けた検討を深め、評価の結果も
踏まえて、その再編・強化について結論を得る。（計画２
０１１骨子）

①
リサー
チ・アドミ
ニスト
レーター

・

・

国は、専門知識を活かして研究開発活動全体のマネジメントを担う
研究管理専門職（リサーチアドミニストレーター）、研究に関わる技
術的業務や知的基盤整備を担う。

国は、大学及び公的研究機関において、リサーチアドミニストレー
ター、サイエンステクニシャン、知的財産専門家等の多様な人材を
確保する取組を支援する。また、大学及び公的研究機関が、これら
の人材を適切に評価し、処遇に反映するとともに、そのキャリアパ
スを構築していくことを期待する。

・ 知的財産を含む高度な専門知識を持つリサーチ・アドミ
ニストレーターを大学に定着させるシステムの整備を進
め、大学の研究の初期段階から知財マネジメントを強
化する。（計画２０１１骨子）

（２）イノベーション・システムの基盤強化



「科学技術に関する基本政策について」に対する答申（Ｈ22.12） 知的財産推進計画2011骨子（含：計画2010）

     資料６－１　科学技術・学術審議会産業連携地域支援美会産学連携推進委員会（第１回）H23.4.15

大学等における産学官連携活動をめぐる動向(概要）

②
産学官
連携の
教育にお
ける今後
の取組
の方向
性

・

・

国は、人材育成に関する共通理解を図るため、産学間の対話の場
として「人材育成協議会（仮称）」を創設する。また、産業界は、この
場を通じて、大学院修了者に求める人材像を明確化するとともに、
大学院修了者の質の向上とキャリアパスの多様化に向けて、大学
の要請に応じ、カリキュラム作成等に協力することが求められる。

国、大学、高等専門学校及び産業界は、相互に連携、協力して、実
践的な技術者養成に向けた分野別到達目標の策定、教材作成、イ
ンターンシップ、産学双方向の人材交流を推進する。また、国は、
大学が、大学院において、実践的な技術者を目指す学生に対し、
複線的で多様なカリキュラム設定を検討するとともに、組織的、体
系的な教育体制を整備することを期待する。

③
産学連
携事例
の共有・
発信方
策

・

・

国は、大学、公的研究機関に所属する研究者が、研究の意義や期
待される成果について、国民の幅広い理解が得られるよう、情報発
信を積極的に進めることを期待する。国は、このような活動を支援
する。

国は、大学間連携の強化や金融機関をはじめとした関係機関との
連携を視野に入れた産学官のネットワーク構築を推進する。

④
社会的
要請へ
の対応

・

・

 国は、科学技術を担う者が倫理的・法的・社会的課題を的確に捉
えて行動していくための指針を、国際動向も踏まえ、策定する。そ
の際、学協会等において、主体的にこれらの指針等の策定を念頭
に置いた取組を進めることを期待する。

国は、大学及び公的研究機関が、取得特許の管理や活用、博士課
程学生等が参画する場合の知的財産の取扱や秘密保持の原則に
関する考え方の明確化を図るとともに、企業内研究室や企業の大
学内研究室の設置など、柔軟な産学官連携体制を整備することを
期待する。

・

・

産学共同研究における、学生をはじめとした特許法の
職務発明規定の対象とならない者の発明の取扱いや
営業秘密の管理について、契約で明確化する必要性に
関して普及啓発を行う。(計画２０１１骨子)

大学において、論文発表の重要性にも留意しつつ、共
同研究における論文発表前の特許出願の検討、営業
秘密管理や安全保障貿易管理の重要性に関する普及
啓発活動を強化する。（計画２０１０）


